
 
社会福祉法人 葛󠄀城市社会福祉協議会 

指定訪問介護及び第１号訪問事業 事業所重要事項説明書 
 
あなたに対する訪問介護サービスの提供開始にあたり、当事業所があなたに説明すべき

重要事項は次のとおりです。 
 
１．事業所概要 
   事業所名称    社会福祉法人 葛󠄀城市社会福祉協議会 
   事業所の所在地  奈良県葛󠄀城市染野７８９番地１ 

法人種別     社会福祉法人 
代表者      阿古 和彦 

   電話番号     ０７４５－４８－５５９４ 
     ０７４５－４８－６６３６（夜間） 

 
介護保険法令に基づき奈良県知事及び葛󠄀城市
長から指定を受けた事業所名称（事業所番号） 

社会福祉法人 葛󠄀城市社会福祉協議会 
（事業所番号２９７４８０００１９） 

介護保険法令に基づき奈良県知事指定及び葛󠄀
城市長指定を受けているサービス種類 

訪問介護及び第１号訪問事業 

 
２．通常の事業の実施地域 
   奈良県葛󠄀城市 
 
３．事業の目的と運営方針 
   事業の目的 
     指定訪問介護及び第１号訪問事業の適正な運営を確保するため人員及び管理 
    運営に関する事項を定め要介護状態等にある者に対し、適正な指定訪問介護及び 

第１号訪問事業を提供することを目的とします。 
 
   運営の方針 
     要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活 

を営むことができるよう、身体介護・生活援助並びにその他の生活全般にわたる  援
助を行います。 

    事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿
密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。 

 
４．事業所の職員体制 

従事者の職種 職務内容 勤務体制 

管 理 者 事業所の運営及び業務全般の管理。 １名（常勤職員） 

サービス提供責任者 

①訪問介護計画の作成②利用申込みの調整

③利用者の状態変化、サービスへの意向の

定期的な把握④居宅介護支援事業者との連

携 （サービス担当者会議出席等）⑤訪問介

護員に対しての具体的援助方法の指示及び

情報伝達⑥訪問介護員の業務の実施状況の

把握⑦訪問 介護員の業務管理⑧訪問介護

員に対する研修、技術指導等 

１名以上（常勤職員） 

訪 問 介 護 員 

①身体介護 ≫ 利用者の身体に直接接触し

て行われるサービス等 （例：入浴介助、排

せつ介助、食事介助 等） ② 生活援助 ≫ 

日常生活の援助であり本人の代行的に行わ

れるサービス （例：調理、洗濯、掃除 等）

③その他のサービス等  

常勤換算方法による 

職員２．５名以上 

事 務 員 事務業務全般 1名 



５．営業日及び営業時間 
   営業日   年中無休 
   営業時間  ７時から２３時まで 
   上記の営業日、営業時間の他、電話等により２４時間常時連絡が可能な体制とします。 
 
６．サービスの内容及び利用料等 
（１）提供するサービスの内容 
        身体介護：食事の介護、排泄の介護、衣類着脱の介護、入浴の介護、身体の清拭・ 

洗髪通院の介助その他必要な身体介護 
  
      生活援助：調理、衣類の洗濯・補修、住居の清掃・整理整頓、生活必需品の買物、

関係機関との連絡、その他必要な生活援助 
 

その他のサービス：生活・身上・介護に関する相談・助言、各種援護制度の適用   
に関する相談・助言、その他必要な相談・助言 

 
（２）提供するサービスの料金とその利用料について 
     指定訪問介護サービスを利用する場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準に 

よるものとなります。指定第１号訪問事業サービスを利用する場合の利用料は、市 
町村が定める基準によるものとなります。（重要事項説明書別紙のとおり）。ただし、 
介護保険の適用の範囲を越えたサービス利用については、全額自己負担となります。 
また、やむを得ない事情で利用者の同意のもと２人で訪問した場合は、２人分の

利用料となります。なお、低所得の方については、減免の措置制度があります。 
 
（３）交通費 
     通常の事業の実施地域を越えて行う訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収 

します。なお、自動車等を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。 
・ 自動車等を使用した場合の交通費は、利用者宅を起点とし、往復１０キロメート

ル以内は無料とする。往復１０キロメートルを超える場合は、１キロメートル当
たり５０円とします。ただし、算出した料金に１０円未満の端数が生じた場合は、
これを切り捨てます。 

・ 自動車以外の交通費は、鉄道、バス料金を原則とし、その他利用者の同意を得た
タクシー料金を含む往復料金とします。 

・ 交通費の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族等に対して事前に説明し、 
     同意を得るものとします。 
 
（４）利用料と交通費の請求方法及び支払い方法 

請 求 の 方 法 支払いが生じた当月末に締め、翌月に請求書をお渡しします。 

支 払 い 方 法 支払いが生じた翌月に、現金もしくは口座振替でお支払い下さい。 
領収書をお渡しします。 

 
７．解約料 
    利用者からいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。 
 
８．緊急時（事故発生時含む）の対応方法について 
    サービスの提供中に利用者の病状の急変、または事故等が発生した場合には、速

やかに医療機関及び利用者家族等への連絡を行う等、必要な措置を講じます。また
必要に応じて、保険者に連絡を行うとともに、救急車の手配等が必要な場合には措
置を講じます。 

家
族
等 

緊急連絡先の家族等 
 

住所及び電話番号                TEL 

主
治
医 

主治医氏名  

医療関係名称  

所在地及び電話番号                TEL 

 



９．秘密保持及び個人情報の保護 

利用者及びその家族

等に関する秘密の保

持について 

 事業者及びその従業者は、サービスを提供する上で知り得た 
利用者及びその家族等に関する秘密を、正当な理由もなく、第 
三者に漏らしません。 
 この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。 

 
 
個人情報の保護に  
ついて 

 事業者及びその従業者は、利用者から予め文書で同意を得な 
い限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を 
用いません。利用者の家族等の個人情報についても同様です。 
 また、利用者及びその家族等に関する個人情報が含まれる記 
録は、管理者が管理し、また処分の際も第三者への漏洩を防止 
するものとします。 

 
１０．サービス内容に関する苦情 
    当事業所の提供している訪問介護サービスに関する相談、苦情窓口 

 
当 事 業 所 の 窓 口 
 

所 在 地 
電話番号 
FAX 番号 

奈良県葛󠄀城市染野７８９番地１ 
０７４５－４８－６６３６ 
０７４５－４８－２８９０ 

葛󠄀城市役所保健福祉部 
介  護  保  険  課 

所 在 地 
電話番号 

奈良県葛󠄀城市柿本１６６番地 
０７４５－６９－３００１ 

奈良県運営適正化委員会 
所 在 地 
電話番号 

奈良県橿原市大久保町３２０番地１１ 
０７４４－２９－１２１２ 

奈 良 県 国 民 健 康 
保 険 団 体 連 合 会 

所 在 地 
電話番号 

奈良県橿原市大久保町３０２番地１ 
０７４４－２９－８３１１ 

 
 
１１．虐待防止への対策 

人権の擁護、虐待の発生または再発を防止するため、虐待に対する研修や委員 
会の設置、解決に向けた取り組みを各関係機関と連携していきます。また、虐待 
防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について事業所 
内で周知します。 

 
 
 
１２．非常災害対策 
     非常災害その他緊急の事態に備え、業務継続計画(BCP)を作成し、研修及び訓練

を行います。また、常に関係機関と連絡を密にし、非常災害時には必要な措置を
講じます。 

 
 
１３．第三者評価の実施状況   

実施しておりません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
令和   年   月   日 
 
 
 
  当事業所は、利用者に対する訪問介護サービスの提供開始に当たり、利用者及び利用 
者の家族等に対して本書面に基づいて上記重要事項を説明しました。 

 
 
    訪問介護サービス事業者 
                   奈良県葛󠄀城市染野７８９番地１ 
 
                   社会福祉法人 葛󠄀城市社会福祉協議会   ㊞ 
 
 
 
 

説明者      氏名                     ㊞ 
 
 
 
私は、本書面に基づいて事業所から上記重要事項の説明を受けました。 
 
 
      利用者      住所  奈良県葛󠄀城市 
 
               氏名                     ㊞ 
 
 
      利用者の家族等  住所  奈良県葛󠄀城市 
 
               氏名                     ㊞ 


